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意見害

被告の行為は、原告の差別されない権利を侵害するものと考える。差別されない権利は、
法的に保護される権利と考えるべきであり、その権利の侵害については、差止・損害賠償命
令などの救済が与えられるべきであろう。以下、その理由を述べる。

第1差別されない権利の位置づけ

1憲法14条1項の差別されない権利

日本国憲法第14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、

社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規
定する。この規定は、国民に平等権を保障したものであり、また、差別されない権利を保障

したものでもある。

「差別」とは、人間の類型に向けられた嫌悪感や蔑視観などの否定的な評価'ないし、そ

れに基づく行為を言う。例えば、「A人種は劣った人種だ｣、「女性は男性に意見すべきでば

ない」といった評価が､典型的な人種差別､女性差別である。また、そうした評価に基づき、

「A人種に属する者の迫害を呼びかける｣、「女性を雇用の現場から排除する」といった行為

は、差別的行為の典型と言えるだろう。

’「差別」は類型に向けられた「評価」であり、「事実認識」とは異なる。例えば、「英検

1級有資格者であれば、高い英語運用能力を有するだろう」とか、「20歳未満の人は、飲

酒の悪影響を受けやすい」といった人間の類型（<英検1級有資格者>、<20歳未満〉等）

に向けられた事実認識は、差別とは異なる。

また、人間の類型に向けられた誤った事実認識のことを「偏見」という。偏見は、しば

しば、不当な別異取扱いを導く。例えば、「A人種に属する人は、知的判断能力が低い」と

いう事実認識に基づき、A人種の人を公務員として雇用しない政策は不当だろう。こうし

た事態も差別と呼ばれることがあるが、これは厳密には「差別」ではなく、「偏見に基づ

く不当な取り扱い」と理解すべきである。

差別と偏見は、解決方法が異なるため、区別すべきである。偏見は、あくまで事実認識

なので、正しい事実を認識させれば解消する。上の例で言えば、「人種によって、知的判

断能力は異ならない」という正しい認識をさせれば、自然と不当な区別は解消するだろ

う。これに対し、差別は、感情や価値決定などの評価の問題であり、正しい事実を認識さ

せることでは解消しない。
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日本国憲法は、全ての国民を「個人として尊重」することを基本理念としている（憲法13
条)。個人として尊重されるとは、それぞれの個人を、その人が属する人種類型や性別、社
会的身分で評価するのではなく、独立した個人としてそれぞれに固有の個性を持つ存在と
して尊重するということである。差別は、対象を、固有の個性を持つ個人としてではなく、
類型で評価するもので、個人尊重の理念に正面から違反するものだ。憲法14条1項が「差
別されない」権利を保障したのも、こうした憲法の基本理念を具体化するためだと考えられ
る2．

こうした規定を前提にすると、まず、国会や内閣、裁判所などの国家機関が、差別に基づ

く行為を行ったり、差別的な言説を表明したりすることは、憲法14条の保障する差別され

ない権利の侵害として禁止される。例えば、国会が、人種差別感情を満足させるために、特

定人種の者の選挙権を否定する選挙法を制定したり、裁判官が、女性差別を背景に、女性の

権利を否定するような判決を書いたりすることは、憲法14条1項に違反すると解すべきだ

ろう。

2社会的差別助長の禁止・社会的差別の解消

また、国家機関が自ら差別をしないだけでは、差別されない権利が十分に実現するとは言

えない。国家機関だけでなく、企業や地域社会の構成員など､様々 な主体も差別を行いうる。

そして、そうした主体による社会的差別は、差別の対象となった者から、雇用や地域社会へ

の参加の機会を不当に奪うことになり、極端な場合には、集団リンチや虐殺行為などを誘発

し、最低限の安全すら奪う結果を招く。

このため、国会機関は、自ら差別しないというだけでなく、社会的な差別を助長する振る

舞いを控え、また、社会的差別を積極的に解消するための教育や啓発、権利保護などの活動

を行うべきであろう。憲法14条1項が、国家機関による「政治的」な差別のみでなく、雇

用や営業の場面での「経済的」な差別、地域社会や学校などでの「社会的」な差別をも禁止

する文言となっているのは、このことを表現したものと解される。

また、国家機関が、社会的な差別を助長したり、差別に迎合したりすることも、差別され

ない権利の侵害だと理解すべきである。このため、必ずしも差別的意図に基づくものでない

国家機関の行為でも、社会的な差別を助長する機能を持つ場合には、それを正当化する十分

な理由がない限り、憲法14条1項に反すると評価すべきだ。例えば、戸籍上の表記や相続

分の規定が、非嫡出子に対する差別を助長する場合には、立法者自身が差別的意図を持って

いたと認定できない場合でも、その表記や扱いを続ける十分な理由がない限り、違憲と評価

すべきである。

さらに、憲法14条1項は、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別を禁止

するとしている。一般に、この規定は、「障害の有無」や「過去の職歴」等、ここに挙げら

2以上の解釈については、木村草太「平等なき平等条項論』（東京大学出版会．2008年：

参照。


